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１ はじめに 

 伊勢崎市議会基本条例（令和４年３月２４日条例第２号）は、議会改革調査特別委員

会（令和元年度～４年度）を中心に制定に向けた議論を重ね、令和４年５月１日から施

行となりました。施行後、原則として一般選挙後、その任期中に条例の目的が達成され

ているかどうかを検証し、その結果を市民に公表することが第２７条に規定されていま

す。この規定に基づき、各条文に規定されている内容について、これまでの取組と照ら

し合わせ、現在の達成状況を確認し、今後の方向性について検証しました。なお、検証

については、令和７年５月１３日の議会運営委員会において、議会改革に関する調査を

付託されている議会改革推進特別委員会で行うものとしました。 

 

 

２ 評価・検証体制について 

 議会改革推進特別委員（１１名） 

   委 員 長  鈴 木 良 尚    副委員長  長谷田 公 子 

   委 員  新 井   智    委 員  栗 原 真 耶 

   委 員  佐 藤 智 則    委 員  新 藤   靖 

委 員  田部井 美 晴    委 員  田 村 幸 一 

委 員  野 田 文 雄    委 員  藤 生 浩 二 

   委 員  吉 山   勇 

 

 

３ 評価・検証の取組状況について 

会議 

回数 
開催年月日 検証内容 

１ R7.6.18 

「市議会基本条例に基づく条例目的達成状況の検証及び公表に

関する要領」及び「議会基本条例評価・検証シート」を協議・決

定し、検証及び公表までの日程についても協議・決定を行った。 

２ R7.8.29 第１章から第３章までの評価・検証を実施。 

３ R7.9.25 
継続調査となった第１章から第３章までの評価・検証を再協議。 

第４章から第６章までの評価・検証を実施。 

４ R7.11.21 
評価持ち越しとなった項目について再協議。 

第７章から第９章までの評価・検証を実施。 

５ R7.12.11 評価・検証結果報告書を決定。正副委員長から議長へ提出。 

６ R8.2.13 議会運営委員会への報告。 
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４ 評価・検証方法について 

 「市議会基本条例に基づく条例目的達成状況の検証及び公表に関する要領」に基づき、

達成状況及び今後の取組について、段階を定めて検証を行うこととした。 

「市議会基本条例に基づく条例目的達成状況の検証及び公表に関する要領 抜粋」 

４．検証の方法 

・全２７条について、１条ずつ検証を実施する 

・検証は、伊勢崎市議会基本条例評価・検証シートを用いて行う 

・検証の段階は、Ａ・Ｂ・Ｃの３段階で評価するものとする（※１） 

・評価実施後、今後の取り組みについて、検討を行う（※２） 

・各会派、会派に属さない議員については各議員において条文に規定されている内容

の達成状況について検証を実施する 

・それぞれの検証結果を議会改革推進特別委員会（以下「本特別委員会」という。）

にて報告し、本特別委員会での協議の上、検証結果を決定し、報告書を作成する。 

・検証結果報告書について、議長に提出するとともに、議会運営委員会において、最

終的な決定をする。 

（※１） 

【評価の段階】 

 Ａ：達成    当該条項は概ね（８割程度）その目的を達成した。 

 Ｂ：一部達成  当該条項は一部（５割程度）その目的を達成した。 

 Ｃ：未達成   当該条項は目的を達成できなかった。（３割以下） 

 ―：評価対象外 当該条項は検証の対象外とする。 

（※２） 

【今後の取組】 

 １：条文に従い、継続して取り組んでいく。 

 ２：達成に向けて、今後の取組を検討する。 

 ３：条文の改正を検討する。 

 ４：その他 
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５ 評価・検証結果について 

伊勢崎市議会基本条例（令和４年３月２４日条例第２号） 

第１章 総則 

（目的）第１条 

この条例は、伊勢崎市議会（以下「議会」といいます。）及び伊勢崎市議会議員（以

下「議員」といいます。）の責務、活動原則その他の議会に関する基本的理念及び事

項を定めることにより、議会が政策立案機能及び行政運営に対する監視機能を十分に

発揮し、伊勢崎市民（以下「市民」といいます。）の負託に応え、もって市民の福祉

の向上及び伊勢崎市政（以下「市政」といいます。）の発展に寄与することを目的と

します。 

評価結果 ― 今後の取組 １ 

【評価の理由】 

※評価の対象外 

【今後の課題・検討事項・改正案等】 

目的に沿った運用となるよう、次年度以降も引き続き取り組んでいく。 

 

第２章 議会及び議員の責務及び活動原則 

（議会の責務及び活動原則）第２条 

議会は、市民の代表から構成される市の議事機関かつ団体意思の決定機関として、

公正性、透明性及び市民からの信頼性を重視する責務を負います。 

２ 議会は、地域の特性を生かした新しい地域づくり及びソーシャルインクルージョ

ンの理念に配慮し、活動します。 

３ 議会は、多様な市民意思の把握に努め、議会として政策立案に努めます。 

４ 議会は、常に市民の立場に立ち、行政運営を監視及び評価します。 

評価結果 Ｂ 今後の取組 ２ 

【評価の理由】 

議会運営及び特別委員会を公開するなど条例に沿い議会の公正性、透明性を高める

取組を進めたが、多様な市民意思の把握についてはさらに工夫が必要と考える。 

【今後の課題・検討事項・改正案等】 

政策研究の推進のため、市民及び団体との意見交換の場を設けるなど、市民意思の

把握のための取組を進める。 
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（議員の責務及び活動原則）第３条 

議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを認識し、議員相

互の自由な討議を尊重しなければならないものとします。 

２ 議員は、市政全般についての課題、市民の多様な意見等を的確に把握するととも

に、自己の能力を高める不断の研さんに努め、市民の代表にふさわしい活動をしな

ければならないものとします。 

３ 議員は、市民全体の利益を勘案して活動をしなければならないものとします。 

４ 議員は、自らの議会活動について、市民に対する説明責任を果たすものとします。 

評価結果 Ｂ 今後の取組 ２ 

【評価の理由】 

一般質問等を通して市民の多様な意見を市政に反映するよう努めているが、さらに

的確な市民意見の把握が必要である。 

【今後の課題・検討事項・改正案等】 

多様な意見・要望等を市政に反映できるよう各議員が研さんに努める。市民に議会

への関心を高めてもらえる取組をさらに工夫する。 

 

 

（会派）第４条 

議員は、議会活動を行うため、政策を中心とした同一の理念を共有する複数の議員

で構成する会派を結成することができます。 

２ 会派は、政策決定、政策提言、政策立案等に際して、会派間での調整を行い、合

意形成に努めるものとします。 

評価結果 Ａ 今後の取組 １ 

【評価の理由】 

各会派が会派内の議員相互の活発な意見交換を行い、会派間においても丁寧な合意

形成に取り組んできた。 

【今後の課題・検討事項・改正案等】 

会派間での効率的な合意形成に引き続き取り組む。 

 

 

 



5 

 

第３章 議会運営の原則 

（本会議及び委員会の公開）第５条 

議会は、原則として、全ての本会議及び委員会を公開します。ただし、公開しない

場合にあっては、その理由を明らかにしなければならないものとします。 

２ 議会は、前項本文の規定により公開する本会議及び委員会の開催についてあらか

じめ市民に周知するよう努めます。 

評価結果 Ａ 今後の取組 １ 

【評価の理由】 

本会議及び委員会の日程については、市議会いせさき・ホームページ・フェイスブ

ック等で事前に掲載し、市民に対して傍聴機会を周知した。 

【今後の課題・検討事項・改正案等】 

様々な媒体を活用して、さらに日程の周知を進める。 

 

 

（討議の原則及び意見集約）第６条 

議会は、議決に当たっては議員間の公平で自由な議論を尽くします。 

２ 議会は、原則として、委員会を中心に議員間討議を行うことができます。 

３ 議長及び委員長は、前２項の規定に基づき本会議及び委員会を運営し、その結果

を市政に反映させられるよう意見集約に努めるものとします。 

評価結果 Ｂ 今後の取組 １ 

【評価の理由】 

公平で自由な議論の確保に努めたが、委員間討議については１回の実施にとどまっ

た。 

【今後の課題・検討事項・改正案等】 

委員間討議への理解を深めるため研修等の機会を設け、さらなる活用を進める。 
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（議会運営委員会）第７条 

議会は、円滑な議会運営のため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」

といいます。）第１０９条第１項に規定する議会運営委員会を活用します。 

評価結果 Ａ 今後の取組 １ 

【評価の理由】 

支障なく活用されたものと考える。 

【今後の課題・検討事項・改正案等】 

さらに充実させるよう努める。 

 

 

（協議等の場）第８条 

議会は、法第１００条第１２項の規定による協議又は調整の場として、次に掲げる

会議を活用します。 

(１) 議員協議会 

(２) 会派代表者会議 

評価結果 Ａ 今後の取組 １ 

【評価の理由】 

支障なく活用されたものと考える。 

【今後の課題・検討事項・改正案等】 

さらに活用するよう努める。 
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（委員会活動）第９条 

委員会は、議案等の審査及びその所管に属する事務の調査の充実を図ることによ

り、その設置目的が十分に発揮されるよう活動を行うものとします。 

２ 委員会は、議会の閉会中においても、積極的な活動を行うものとします。 

評価結果 Ａ 今後の取組 １ 

【評価の理由】 

新型コロナウイルス対応や地域交通対策など、市政及び市民の課題に対応した調査

を適宜行うことができた。 

【今後の課題・検討事項・改正案等】 

さらに充実させるよう努める。閉会中の委員会活動について研究する。 

 

 

第４章 市民に開かれた議会 

（請願及び陳情）第１０条 

議会は、請願及び陳情を市民による政策提案と位置付け、真摯に取り扱います。 

２ 議会は、必要に応じて、請願者又は陳情者の意見陳述等を行う機会を設けます。 

評価結果 Ａ 今後の取組 １ 

【評価の理由】 

請願及び陳情についてはともに市民からの政策提案として位置づけ、真摯に取り扱

っている。 

【今後の課題・検討事項・改正案等】 

今後も丁寧な取扱いに努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

（広報及び広聴）第１１条 

議会及び議員は、市民への情報提供等の広報広聴活動の充実により、市民に対する

説明責任を果たし、その負託に応えるものとします。 

２ 議会は、議会の広報紙（以下「議会報」といいます。）の内容及び紙面の構成を

含めて、見やすく、市民に愛される議会報づくりを目指します。 

３ 議会は、市民に分かりやすい情報発信に努め、不断に議会報及びホームページの

充実を図ります。 

評価結果 Ａ 今後の取組 １ 

【評価の理由】 

市民に対してより分かりやすい情報発信になるよう努力した。 

【今後の課題・検討事項・改正案等】 

市民が議会に興味・関心を持ってもらえるよう、議会報及びホームページの充実、

議会としてのＳＮＳ発信などさらに工夫を重ねる。 

 

 

（意見交換会の実施）第１２条 

議会は、必要に応じて、市民との意見交換会を開催して、市民の声を議会運営の改

善や政策提言に活用します。 

評価結果 Ａ 今後の取組 １ 

【評価の理由】 

以下のとおり、意見交換会を実施した。 

・伊勢崎市私立保育園会と文教福祉委員会。 

・伊勢崎市消防団と総務委員会。 

・（一社）群馬県宅地建物取引業協会伊勢崎支部と建設水道委員会。 

・伊勢崎市自立支援協議会と文教福祉委員会。 

・伊勢崎商工会議所と経済市民委員会。 

【今後の課題・検討事項・改正案等】 

さらに積極的に実施する。 
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（情報公開）第１３条 

議会は、伊勢崎市情報公開条例（平成１７年伊勢崎市条例第１７号）の規定による

行政情報の公開請求に適切に対応するとともに、議案に対する議員の賛否を公表する

等、議会が保有する情報の公開に努めます。 

２ 議会は、原則として、会議録及び委員会の記録を閲覧できるようにしなければな

らないものとします。 

評価結果 Ａ 今後の取組 １ 

【評価の理由】 

情報公開は出来ている。 

【今後の課題・検討事項・改正案等】 

さらに充実する。 

 

 

（共生社会の推進）第１４条 

議会は、バリアフリー及びユニバーサルデザインを基本とし、市民誰もが参加でき

る議会を目指します。 

２ 議会は、手話の普及活用その他の情報保障の充実に努め、市民誰もが分かりやす

い議会を目指します。 

評価結果 Ａ 今後の取組 １ 

【評価の理由】 

録画配信への字幕付与など充実に努めた。 

【今後の課題・検討事項・改正案等】 

市民意見に沿い、さらに充実に努める。 
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第５章 市長等との関係 

 （質問及び質疑）第１５条 

本会議における質問及び質疑は、一括質問一括答弁の方式又は一問一答の方式によ

るものとし、論点を明確にして行うものとします。 

評価結果 Ａ 今後の取組 １ 

【評価の理由】 

市民にとって分かりやすい議会にするため、一括方式か一問一答方式かを選択でき

るようにした。 

【今後の課題・検討事項・改正案等】 

一問一答方式の評価を行い、質問及び質疑の改善、質の向上に努める。 

 

 

（反問権）第１６条 

市長その他の執行機関及びその職員（以下「市長等」といいます。）は、議員から

の質問及び質疑に対して、その論点を整理するため、本会議にあっては議長の、委員

会にあっては委員長の許可を得て反問することができます。 

評価結果 Ｂ 今後の取組 １ 

【評価の理由】 

本会議で反問権が行使された。 

【今後の課題・検討事項・改正案等】 

執行側に反問権の行使についての周知を行い、活用しやすい環境にしていく。 
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（政策提案等の説明）第１７条 

 議会は、市長が提案する重要な政策について、その政策水準を高めるため、市長に

対して次に掲げる事項について説明を求めることができます。 

(１) 政策の根拠 

(２) 提案に至るまでの経緯 

(３) 総合計画における位置付け 

２ 議会は、予算及び決算の議案を審議するに当たり、前項の規定に準じて、政策別

又は事業別の分かりやすい説明を求めることができます。 

評価結果 Ａ 今後の取組 １ 

【評価の理由】 

必要に応じて説明を求めた。 

【今後の課題・検討事項・改正案等】 

さらに適切に説明の機会を求めていく。 

 

 

（議決事件の追加）第１８条 

 議会は、法第９６条第２項の規定により、同条第１項に規定する事件のほか必要な

事件を議決事件として追加することができます。 

２ 議会は、前項の規定により議決事件を追加し、又は追加した事件を削除する場合

は、その理由及び根拠を明確にしなければならないものとします。 

３ 議会で議決すべき事件は、別に条例で定めます。 

評価結果 Ａ 今後の取組 １ 

【評価の理由】 

支障なく運営された。 

【今後の課題・検討事項・改正案等】 

さらに適切に運用していく。 
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第６章 議会の機能強化 

（議会改革並びに議会機能の強化及び充実）第１９条 

議会は、社会環境、経済情勢等の変化により生じる市政の課題や市民要望に適切か

つ迅速に対応するため、継続的な議会改革に取り組み、議会機能の強化及び充実を図

ります。 

評価結果 Ａ 今後の取組 １ 

【評価の理由】 

順調に運営された。 

【今後の課題・検討事項・改正案等】 

さらに議会機能の強化及び充実が図られるよう努める。 

 

 

（議会事務局体制の強化）第２０条 

 議会は、議員の資質の向上を図り、議会運営を円滑かつ効率的に進めるため、議会

事務局の調査機能の充実及び組織体制の整備に努めます。 

２ 議会は、議会事務局の法務機能の強化を図ります。 

３ 議会事務局は、議員の議会活動に必要とされる情報の提供に努めるものとしま

す。 

４ 議会事務局は、法第１３８条第５項に鑑み、市長等からの独立性を保持するもの

とします。 

評価結果 Ａ 今後の取組 １ 

【評価の理由】 

タブレット端末の導入などにより、情報提供体制は充実してきた。 

【今後の課題・検討事項・改正案等】 

議会事務局との連携をさらに進め、議事調査能力を含む議員の資質向上及び議会運

営の円滑かつ効率的運営に努める。 
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（専門的知識の活用）第２１条 

議会は、審査又は調査に当たり、法第１００条の２の規定による学識経験を有する

者等による専門的事項に係る調査を積極的に活用するよう努めます。 

評価結果 Ｃ 今後の取組 ２ 

【評価の理由】 

実績が無く、活用の検討が必要である。 

【今後の課題・検討事項・改正案等】 

活用方法を具体的に検討し、必要に応じ学識経験者等の協力を得た調査機会を設け

る。 

 

 

（議会図書室の充実）第２２条 

議会は、議員の調査研究及び政策立案等の能力向上を図るため、議会図書室の充実

及び機能の強化に努めるとともに、その有効活用を図ります。 

評価結果 Ｂ 今後の取組 ２ 

【評価の理由】 

図書室の活用は不十分であり、在り方を検討すべきである。 

【今後の課題・検討事項・改正案等】 

各会派・議員より要望を出し合い、活用される図書室を目指し改善を図る。 
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（政務活動費）第２３条 

 会派又は議員は、政策立案等の能力向上を図るため、別に条例で定める政務活動費

を有効に活用し、政務活動の充実に努めるものとします。 

２ 議長は、政務活動費に係る収支報告書等を公表し、その使途の透明性の確保に努

めるものとします。 

評価結果 Ａ 今後の取組 １ 

【評価の理由】 

おおむね支障なく運営された。 

【今後の課題・検討事項・改正案等】 

さらに有効に活用していく。 

 

 

第７章 災害時の対応 

第２４条 

 議会は、大規模災害が発生し、伊勢崎市災害対策本部（伊勢崎市災害対策本部条例

（平成１７年伊勢崎市条例第２４号）に基づき設置される災害対策本部をいいます。

以下この条において「対策本部」といいます。）が設置された場合において、次のと

おり対応します。 

(１) 議員による協議、調整等を行うための組織を設置します。 

(２) 被災状況等の情報をとりまとめ対策本部に伝えます。 

(３) 必要に応じて、対策本部に提案、提言、要望等を行います。 

２ 議会は、大規模災害発生時における議会及び議員の対応及び行動基準を別に定め

ます。 

評価結果 Ｂ 今後の取組 ２ 

【評価の理由】 

災害時における伊勢崎市議会及び議員の対応に係る申し合わせを策定した。 

【今後の課題・検討事項・改正案等】 

申し合わせのさらなる検証が必要である。 
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第８章 議員の政治倫理 

第２５条 

議員は、市民の厳粛な負託を受けていることを深く自覚し、市民全体の代表者とし

て常に良心と高い倫理性を持って職務に精励するものとします。 

評価結果 ― 今後の取組 １ 

【評価の理由】 

※評価の対象外 

【今後の課題・検討事項・改正案等】 

今後も市民の負託に応えるべく努力する。 

 

 

第９章 最高規範性並びに条例の検証及び見直し 

（最高規範性）第２６条 

この条例は、議会における最高規範であり、議会に関する条例その他の規程を制定

改廃する場合は、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図るも

のとします。 

評価結果 ― 今後の取組 １ 

【評価の理由】 

※評価の対象外 

【今後の課題・検討事項・改正案等】 

今後も、議会に関する条例及びその他の規程の制定改廃において本条例との整合性

を図っていく。 
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（条例の検証及び見直し）第２７条 

 議会は、一般選挙後その任期中、この条例の目的が達成されているかどうかを検証

し、その結果を市民に公表します。 

２ 議会は、前項の規定による検証の結果、制度の見直しが必要な場合には、この条

例の改正も含めて、適切な措置を講じます。 

評価結果 Ａ 今後の取組 １ 

【評価の理由】 

条例の達成状況の検証をおおむね適切に行うことができた。 

【今後の課題・検討事項・改正案等】 

今後も検証を重ねていく。 

 

 

６ 評価・検証結果まとめ 

評価の段階 項目数 

Ａ：達成（概ねその目的を達成した） １７ 

Ｂ：一部達成（一部その目的を達成した） ６ 

Ｃ：未達成（目的を達成できなかった） １ 

―：評価対象外（検証の対象外とする） ３ 

 

今後の取組 項目数 

１：条文に従い、継続して取り組んでいく ２２ 

２：達成に向けて、今後の取組を検討する ５ 

３：条文の改正を検討する ０ 

４：その他 ０ 

 

 今回の検証において、ほとんどの条文について達成または一部達成していることを確

認できました。 

 一方で、評価がＣとなった専門的知識の活用については、実際に活用した事例はなく、

活用方法の具体的な検討が必要であるという結果となりました。 

また、今後の取組で２となった項目については、検討すべき課題として認識しました。 

 今後も、さらなる議会改革の推進を行い、課題とされたそれぞれの事項については、

次年度以降も引き続き、適切な措置を講じていきたいと思います。 


